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事業シート（概要説明書）

予算事業名 高齢者等の生活支援事業（緊急通報体制等整備事業） 事業開始年度 平成１８年度

上位施策事業名 高齢者福祉 担当局・部名 福祉健康部

別紙（高齢者等の生活支援事業）のとおり

根拠法令等 香取市緊急通報装置設置要綱 担当課･係名 高齢者福祉課・高齢者支援班

事務区分 ■自治事務 □法定受託事務 作成責任者 遠藤 幸子

実施の背景
　緊急時の疾病等に迅速対応できる装置を設置することにより、健康に不安のある高齢者やひとり暮
らしの高齢者等、日常生活を営む上で何らかの支援が必要な高齢者に対し、地域で安心して自立した
生活を送るための高齢者等の生活支援事業として実施している。

担当正職員 0.3 人 2,130 千円

目　的
（何のために）

①緊急時の疾病や災害等に迅速・適切に対応し、在宅の高齢者等の福祉の増進を図るために
実施している。
②遠隔地に居住する親族の不安軽減を図る。

事
業
概
要

対　象
（誰・何を対象に）

在宅の高齢者及び身体障害者のみで構成される世帯員
対象者数（全住民に対する割合）

4,367 世帯

業務委託
　業務内容別紙（緊急通報装置　各社比較表）（各社パンフレット）

申請に至る経緯
・地域包括支援センターへの相談。
・担当ケアマネージャーからの相談。
・近隣住民及び地区担当民生委員児童委員からの相談。
・シルバーガイドブック（隔年で発行、各戸配布）により本人・家族からの相談。

事業内容
（手段、手法など）

14.1 ％

実施方法

□直接実施（直営）

■業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート株式会社・富士
通ソーシャルライフシステムズ株式会社・綜合警備保障株式会社）

□補助金〔直接・間接〕（補助先： 　　実施主体： ）

□貸付（貸付先： ）□その他（ ）

事業内容

関連事業
（同一目的事業等）

0.3 人 2,130 千円 0.3

コ
ス
ト

30年度（予算） 29年度（決算） 28年度（決算） 27年度（決算）

事
業
費

事業費合計 16,023 千円 14,697 千円 15,026 千円 14,810 千円

事業費内訳
（平成29年度分）

業務委託料
ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート　　1,104件　　3,531,852円
富士通ソーシャルライフシステムズ　1,748件　　5,002,776円
綜合警備保障株式会社　　　　　　　2,330件　　6,162,264円
合　　　計 5,182件　 14,696,892円
利用者負担金　300円×1,057月　317,100円　　104人分

人
件
費

人 2,130 千円

臨時職員等 人 千円 人 千円 人 千円 人 千円

0.3 人 2,130 千円

千円

総事業費 18,153 千円 16,827 千円 17,156 千円 16,940 千円

人件費合計 0.3 人 2,130 千円 0.3 人 2,130 千円

国県支出金
千円 千円 千円

0.3 人 2,130 千円 0.3 人 2,130

地方債 千円 千円 千円 千円

千円 318 千円 298 千円 303

千円

国県支出金の内容

16,940 千円

財源

内訳

財源合計 18,153 千円 16,827 千円 17,156 千円

千円

その他特財の内容 緊急通報装置利用者負担金

一般財源 17,811 千円 16,509 千円 16,858 千円 16,637 千円

その他特財
342

事業番号 19 緊急通報体制整備事業 平成30年度

ここから成果指標を導きます。
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事業シート（概要説明書）

予算事業名 高齢者等の生活支援事業（緊急通報体制等整備事業） 事業開始年度 平成１８年度

事業番号 19 緊急通報体制整備事業 平成30年度

事
業
実
績

活動実績

【活動指標名】（実績値/目標値） 単位 Ｈ29年度 Ｈ28年度 Ｈ27年度

利用者人数 人 436/ 444/ 441/

/ / /

/ / /

単位当たりコスト
緊急通報体制等整
備事業 総事業費

件 28 27 31

　うち　要確認件数 件 53

/ / /

／ 利用者人数 千円 39 39 39

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

　65歳以上の高齢者人口をはじめ、ひとり暮らし高齢者や支援が必要な高齢者等の増加がみ
られるなか、市の地域資源を有効に活用し、必要なサービスを確保し、住み慣れた地域で高
齢者が安心して生活を続けていくことができるような仕組みづくりが求められているなか
で、可能な限りの在宅福祉を推進するうえで事業の継続は必要だが、受益者負担対象者の範
囲や負担金額についても検討する必要がある。

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）
　別紙（緊急通報体制等整備事業　他自治体比較）

特記事項

事
業
成
果

成果目標
（指標設定理由等）

　住み慣れた地域で高齢者が安心して生活を続けていくために必要なサービスであるため、
対応件数を指標とした。

成果
（目標達成状況）

単位 Ｈ29年度 Ｈ28年度 Ｈ27年度

対応件数 件 1,204 1,353 1,481

55 62

　うち　救急車の要請件数

他自治体のみならず、国や都道府県、民間との比較も必要に応じて記載。
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光
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台
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０
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AL SOKあんしんケアサポート株式会社

こんな時、通報装置のボタンを押してください！
看護師柑子をお聞きして救急車の出動要請をします！

E監盟星誕韮血盟運量.説明しでも大側です！いつで切婦に押してください！

ーー「？十冒~＝閥圃.，. 24時間、観師・相輔があなたのお声を櫛ちしています！

｜＊急病・けがなど緊急時に！』

ポタンを押すのって
勇慣がいる事as 不安

どん軍人が
でるんだるう？押した5

何がおこる？

~園

¥I 

出 、

消防
必要に応じて出動要請

うっかり押してし
まった揚合
でも、 24時間相
談員が親切丁寧に
対応します

《 匂~i脚己れ問問！
安心です．

ご利用者様

、J⑧⑮的

r｛－ち

闘
が

以

- 協力員
必要に応じて確認依頼

叡急車などの出動要請。その際、消防i看護師が24時間365日通報をお受 ！協力員の方や親族の方にご連絡・駆
署にご利用者さまの既往歴・症状などiけしてアドパイスを行います。 ！けつけ依頼をすることもできます。
を連絡します。

24時間365日
いつでもお気軽に押してください。
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機器には「固定型」と「携帯型」の2種類ございます

［固定型j
本体写真 ｜通報停止ボタン｜

マイク

ペンダント型送信機写真
I E 晶－.n,,l鮒ペジ釣卜をあて通報鼠
I＇＂剛山 J ., lできま宮拘置詰できまぜんイ.: • 
・本体〈受信機内臓〉
．ペンダン卜型送信機
2点セット

拐事有害霊旦α〉牛寺律支

向
M×

砂町
自宅の何処からでも I I電話回線の工事が不要
通報・ 通話が司能 I I 設置揚所をとりません

m・
12:00 

ひとつのボタンのみの fI 携帯電話の電波のだめ
簡単操作 l I 電話回線が不要

援目盟を希望される齢刷πのアナログ目制服です

肩や肘でも押しやすい
大きなボタン

停電時最大
5時間稼働

《
II会

自動でセンターへ
電池切れ通報を通知

ペンダン卜で家のどこ
からでも通報できる※l

充電器写真
本体写真（原すサイズ楽1)

充電した時の写真

， 

・本体（受信機内臓〉－ 11緊急・相搬ボタン｜
・卓上ホルダー型充電器 I I 』

充電時間：約2時間 1※ペジダジトひとつで
連続待ち受け時間： l通報と会話ができます
〔ト」 約350時間 l※ご自宅敵地内のみの
五目立ツ「 ー」 サービスになります
（※1本体サイズは幅46.7X高さ76.6X厚さ16.7mm)

- 6 -

高齢者支援班
ノート注釈
※携帯型の機器については、取扱いをしておりません。【H28.2.23現在】

UIC1104204
ノート注釈
UIC1104204 : Marked
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火

災
ラ

ン
プ

」
「
火

災
ラ

ン
プ

」
「
火

災
ラ

ン
プ

」
「
火

災
ラ

ン
プ

」
「
ガ

ス
ラ

ン
プ

」
「
ガ

ス
ラ

ン
プ

」
「
ガ

ス
ラ

ン
プ

」
「
ガ

ス
ラ

ン
プ

」

使
用

使
用

使
用

使
用

し
ま

せ
ん

し
ま

せ
ん

し
ま

せ
ん

し
ま

せ
ん
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事
業
名

対
象
者

事
業
目
的

事
業
内
容

平
成
２
９
年
度
決
算
額
（円
）

老
人
日
常
生
活
用
具
等
給
付
・
貸
与
事
業

在
宅
の
ね
た
き
り
及
び
ひ
と
り
暮
ら
し
老
人

日
常
生
活
の
便
宜
を
図
り
、
福
祉
の
推
進
に
資

す
る
。

火
災
警
報
器
・自
動
消
火
器
・
電
磁
調
理
器
の
給
付
及

び
老
人
用
電
話
の
貸
与
。

1
1
,9
8
8

緊
急
通
報
体
制
等
整
備
事
業

在
宅
の
高
齢
者
及
び
身
体
障
害
者
の
み
で

構
成
さ
れ
る
世
帯
員

緊
急
時
の
疾
病
や
災
害
等
に
迅
速
・適
切
に
対

応
し
、
在
宅
の
高
齢
者
等
の
福
祉
の
増
進
を
図

る
。

受
信
セ
ン
タ
ー
と
契
約
を
行
い
、
対
象
者
宅
に
緊
急
通

報
装
置
を
設
置
し
、
緊
急
時
に
救
急
車
等
の
手
配
を
委

託
。

1
4
,6
9
6
,8
9
2

高
齢
者
配
食
サ
ー
ビ
ス
事
業

在
宅
の
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
及
び
高
齢
者
の

み
の
世
帯
員

食
の
確
保
と
安
否
確
認
を
行
い
、
高
齢
者
の
福

祉
向
上
を
図
る

社
会
福
祉
協
議
会
（月
1
～
4
回
、
自
己
負
担
1
食
2
0
0

円
）と
、
た
ん
ぽ
ぽ
の
会
（佐
原
地
区
の
み
週
１
～
毎

日
、
副
食
の
み
自
己
負
担
1
食
2
5
0
円
）
へ
委
託
し
て
配

食
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
。
併
せ
て
安
否
確
認
を
行
う
。

4
,5
0
2
,2
0
0

高
齢
者
等
外
出
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業

6
5
歳
以
上
の
要
介
護
認
定
者
及
び
身
体
障

害
者
手
帳
1
・2
・3
級
の
下
肢
不
自
由
者
で
、

移
送
車
両
で
な
け
れ
ば
外
出
が
困
難
な
者

高
齢
者
等
の
社
会
参
加
を
促
進
し
、
健
康
の
増

進
及
び
福
祉
の
向
上
を
図
る

社
会
福
祉
協
議
会
へ
委
託
し
て
、
市
内
及
び
隣
接
市

町
医
療
機
関
へ
の
受
診
又
は
退
院
並
び
に
福
祉
施
設

等
へ
の
入
退
所
の
送
迎
を
実
施
。

自
己
負
担
　
５
ｋ
ｍ
ま
で
5
0
0
円
、
５
ｋ
ｍ
を
超
え
る
場
合

は
、
１
ｋ
ｍ
ご
と
に
１
０
０
円
。

6
,2
9
2
,7
2
8

高
齢
者
通
院
タ
ク
シ
ー
事
業

高
齢
者
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
の
7
6
歳
以

上
の
高
齢
者

通
院
の
た
め
の
移
動
手
段
を
確
保
し
、
福
祉
の

向
上
を
図
る

指
定
タ
ク
シ
ー
業
者
の
み
利
用
可
能
な
1
枚
5
0
0
円
の

タ
ク
シ
ー
券
を
１
月
に
つ
き
2
枚
交
付
。
通
院
の
た
め
タ
ク

シ
ー
を
利
用
し
た
時
に
そ
の
料
金
の
一
部
を
助
成
す
る
。

7
,6
2
4
,5
0
0

高
齢
者
短
期
入
所
事
業

お
お
む
ね
６
５
歳
以
上
で
介
護
保
険
法
の
要

介
護
又
は
要
支
援
に
該
当
し
な
い
者
及
び
介

護
保
険
法
に
お
け
る
特
定
疾
病
以
外
の
疾
病

又
は
ひ
と
り
暮
ら
し
で
日
常
生
活
を
営
む
の
に

支
障
が
あ
る
者
。

高
齢
者
及
び
そ
の
家
族
の
福
祉
の
向
上
を
図
る
介
護
者
の
疾
病
及
び
行
事
等
に
よ
り
介
護
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
高
齢
者
を
一
時
的
に
養
護
老
人

ホ
ー
ム
又
は
介
護
老
人
福
祉
施
設
で
預
か
る
。

3
,0
5
4
,0
0
0

高
齢
者
等
の
生
活
支
援
事
業
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決
算
額

(千
円
)
利
用
状
況

等

銚
子
市

緊
急
通
報
体
制

等
整
備
事
業

7,
33
8
委
託
事
業

A
L
S
O
K
あ
ん
し

ん
ケ
ア
サ
ポ
ー

ト
（株

）

65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら

し
高
齢
者
等

（2
5年

度
よ
り
日
中
独
居

者
含
む
）

緊
急
通
報
装
置
の
取
付
け

緊
急
時
の
対
応
確
保

定
期
的
な
保
守
点
検

市
民
税
非
課
税
世
帯

月
額
2
0
0
円

市
民
税
課
税
世
帯

月
額
4
0
0
円

生
活
保
護
世
帯
:0
円

日
中
独
居
者
2
,0
5
2
円

7
,2
8
3

設
置
数

2
8
2
台

旭
市

緊
急
通
報
体
制

等
整
備
事
業

8,
42
9
委
託
事
業
Ａ
Ｌ
Ｓ
Ｏ
Ｋ
あ
ん

し
ん
ケ
ア
サ

ポ
ー
ト
（株

）

65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら

し
高
齢
者
、
高
齢
者
の

み
の
世
帯

緊
急
通
報
装
置
の
貸
与
,緊
急
時

の
対
応
確
保
、
月
1
回
の
安
否
確

認
、
健
康
相
談

所
得
税
課
税
世
帯
は

自
己
負
担
有
り

7
,4
8
5
年
度
末
設

置
台
数

2
2
3
台

君
津
市

ひ
と
り
暮
ら
し
老

人
緊
急
通
報
シ

ス
テ
ム
設
置
事

業

5,
59
6
委
託
事
業

綜
合
警
備
保

障
㈱

在
宅
で
常
時
ひ
と
り
で
生

活
し
て
い
る
65
歳
以
上

の
者

緊
急
通
報
装
置
の
設
置
と
ペ
ン
ダ

ン
ト
型
発
信
機
の
貸
与

緊
急
時
の
対
応
確
保

前
年
所
得
税
額
に
応
じ

て
負
担
あ
り
(所
得
税

非
課
税
世
帯
は
無
料
)

4
,7
1
8

2
3
1
人

緊
急
通
報
体
制
等
整
備
事
業
　
他
自
治
体
比
較

平
成
2
9
年
度
実
績

対
　
　
　
　
象
　
　
　
　
者

事
業
の
内
容
・
実
施
方
法
等

費
用
徴
収

市
町
村
名

事
　
　
業
　
　
名

30
年
度

当
初
予

算
額

(千
円
)

実
施
形
態

委
託
先
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香取市緊急通報装置設置要綱 

平成18年３月27日告示第56号 

改正 

平成24年７月５日告示第141号 

平成28年１月25日告示第15号 

平成28年11月24日告示第202号 

（目的） 

第１条 この告示は、在宅の高齢者及び身体障害者に対し、緊急時の疾病、

災害等に迅速かつ適切に対応するため、緊急通報装置を設置し、もって在

宅の高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

(１) 高齢者 市内に居住し住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）に基

づき住民基本台帳に記録されている者（以下「市内に住所を有する者」と

いう。）で、おおむね65歳以上のものをいう。 

(２) 身体障害者 市内に住所を有する者で、身体障害者福祉法（昭和24

年法律第283号）第15条第４項の規定による身体障害者手帳の交付を受け

たものをいう。 

(３) 高齢者世帯 高齢者のみの世帯をいう。

(４) 身体障害者世帯 身体障害者のみの世帯をいう。

(５) 緊急通報装置 高齢者及び身体障害者が身につけることができ、簡

単な操作により緊急事態を自動的に受信センターに通報することが可能

な機器をいう。 

(６) 受信センター 緊急事態発生の通報を受信し、必要に応じ消防署等

の出動を要請し、又は協力員の立会いを求める等の業務を行う機関をい

う。 

(７) 協力員 受信センターからの連絡により必要に応じ現状確認を行う

とともに、緊急時以外に相談、指導等を行う地域の協力者をいう。 

（設置対象） 
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第３条 緊急通報装置の設置対象は、次の各号のいずれかに該当する世帯と

する。 

(１) 高齢者世帯

(２) 身体障害者世帯

(３) 市長が前各号と同程度と認めた者がいる世帯

（申請） 

第４条 緊急通報装置の設置を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、緊急通報装置設置申請書（別記第１号様式）、誓約書（別記第２号様

式）及び緊急通報装置協力員届出書（別記第３号様式）を市長に提出しな

ければならない。 

（決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、緊急通報装置

調査書（別記第４号様式）によりその実態を調査し、設置の可否を決定す

るものとする。 

２ 市長は、前項の規定により設置の可否を決定したときは、緊急通報装置

設置決定（却下）通知書（別記第５号様式）により申請者に通知するもの

とする。 

（届出義務） 

第６条 前条第２項の規定により設置の決定を受けた者（以下「設置者」と

いう。）は、次の各号のいずれかに該当するときは、緊急通報装置設置資

格変更・喪失届（別記第６号様式）を市長に提出しなければならない。 

(１) 高齢者世帯又は身体障害者世帯等でなくなったとき。

(２) 住所その他申請内容に変更が生じたとき。

(３) 協力員を変更する必要が生じたとき。

(４) 緊急通報装置の設置を辞退するとき。

（取消し） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、緊急通報

装置設置取消通知書（別記第７号様式）により設置者に通知し、緊急通報

装置を撤去するものとする。 

(１) 偽りその他不正の手段により緊急通報装置の設置を受けたとき。
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(２) 前号に掲げるもののほか、市長が設置する必要がなくなったと認め

たとき。 

（業務の委託） 

第８条 市長は、緊急通報装置に関する業務を受信センターに委託して実施

することができる。 

（費用の負担） 

第９条 緊急通報装置の設置及びその使用に要する費用は、市が負担するも

のとする。ただし、設置者は、別表の基準により緊急通報装置の貸与に係

る費用の一部を負担する。 

２ 市長は、前項の費用負担額に変更があったときは、緊急通報装置負担額

変更決定通知書（別記第８号様式）により通知するものとする。 

（台帳の作成） 

第10条 市長は、緊急通報装置の利用状況を把握するため、緊急通報装置設

置者台帳（別記第９号様式）を作成するものとする。 

（その他） 

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成18年３月27日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の佐原市緊急通報装置設置要

綱（平成14年佐原市告示第138号）、小見川町ひとり暮らしの高齢者等緊急

通報体制整備事業実施要綱（平成15年小見川町告示第37号）、山田町緊急

通報体制等整備事業実施要綱（平成15年山田町告示第31号）又は栗源町高

齢者福祉サービス事業実施要綱（平成12年栗源町告示第35号）に基づきな

された手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた

ものとみなす。 

附 則（平成24年７月５日告示第141号） 

この告示は、平成24年７月９日から施行する。 

附 則（平成28年１月25日告示第15号） 
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この告示は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年11月24日告示第202号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

別表（第９条第１項） 

設置者の世帯の区分 負担額 

Ａ 生活保護法（昭和25年法律第144号）に基づく被保護世

帯 

０円 

Ｂ 市民税非課税世帯 ０円 

Ｃ Ａ・Ｂ以外の世帯 １箇月 300円 

別記 

第１号様式～第９号様式  略  
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